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ⅢⅢⅢⅢ....民間開放推進の横断的手法としての「市場化テスト」（官民競争入札）民間開放推進の横断的手法としての「市場化テスト」（官民競争入札）民間開放推進の横断的手法としての「市場化テスト」（官民競争入札）民間開放推進の横断的手法としての「市場化テスト」（官民競争入札）
　
　１.「市場化テスト」とは「市場化テスト」とは「市場化テスト」とは「市場化テスト」とは
　　・「民でできるものは民へ」を具体化させる仕組み
　　・公共サービスの提供について、官民対等な立場で競争入札にかけ、
　　　価格・質の両面で優れた主体が落札し、そのサービスを提供する
　　　制度。
　　・アメリカ、イギリス、オーストラリアなどで既に実施済み。　

　官の公共

　サービス

官民で競争入札

結果

評価

【民が落札】【民が落札】【民が落札】【民が落札】

民営化、民間譲渡、民営化、民間譲渡、民営化、民間譲渡、民営化、民間譲渡、
民間委託　など民間委託　など民間委託　など民間委託　など

又は又は又は又は

【官が落札】【官が落札】【官が落札】【官が落札】

官が効率化した上官が効率化した上官が効率化した上官が効率化した上
でサービス提供でサービス提供でサービス提供でサービス提供

民間事業者等

入札
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２２２２....「市場化テスト」の導入に向けた基本方針「市場化テスト」の導入に向けた基本方針「市場化テスト」の導入に向けた基本方針「市場化テスト」の導入に向けた基本方針

　①国の事業についての先行実施
　　・国が率先して先行実施。先行的な地方公共団体が自発的に導入する
　　　ための環境を整備。
　②民間提案等に基づく幅広い対象事業
　　・対象は全ての官業。毎年の実施対象を民間提案等に基づき幅広く
　　　決定。
　③法的枠組みの構築
　　・民間参入を阻害する諸規制の緩和や官民間の競争条件均一化措置。
　　・官民競争を前提とした入札制度の整備。
　　　のため、法的枠組みを構築。
　④官業のコスト等の包括的な情報開示
　　・事業の直接的費用だけでなく、間接費用、補助金・免税額等、運営
　　　全般の情報を透明化、公開。
　⑤競争条件均一化等の確保のための監視機能の整備
　　・透明性・中立性・公正性の観点から、当会議等、民間主体の第三者
　　　機関がすべての実施プロセスを監視。
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３３３３.実施プロセス　～　透明・中立・公正なプロセス実施プロセス　～　透明・中立・公正なプロセス実施プロセス　～　透明・中立・公正なプロセス実施プロセス　～　透明・中立・公正なプロセス

　　毎年、次の流れで「市場化テスト」を実施　　毎年、次の流れで「市場化テスト」を実施　　毎年、次の流れで「市場化テスト」を実施　　毎年、次の流れで「市場化テスト」を実施

対象事業
の決定

結果評価、
落札者の決定

継続的な
モニタリング

官民競争
入札の実施

全てのプロセスに対し、第三者機関が監視

・民間提案を
　不採用とする
　場合、各府省
　が論拠を挙証

・サービスの質及び　
　価格を評価する
　総合的な基準を
　適用
・評価基準は客観的
　なものとし、かつ、
　事前公表

・サービス提供
　の状況を監視
・一定期間後に
　再入札

・各府省は、
　評価基準に
　従い、落札者
　を決定

民間からの提案を幅広く受け入れ
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４４４４....検討スケジュール等検討スケジュール等検討スケジュール等検討スケジュール等

　①推進体制
　　・内閣（規制改革・民間開放推進室等）において企業経営や
　　　具体的事業に通じた民間の人材を積極的に活用【平成16年中から】
　
　②ガイドラインの策定
　　・具体的な入札手続等につき速やかに策定【平成16年中】
　
　③「市場化テスト法（仮称）」の検討・整備
　　・「市場化テスト法（仮称）」の検討・整備【平成16年～17年度】
　　・「市場化テスト」の推進母体の在り方について検討・措置【同上】
　　　　　　　　
　④「モデル事業」の選定・実施
　　・「モデル事業」の選定（民間からの幅広い提案を受付）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成16年中】
　　・「モデル事業」の実施【平成17年度】

　⑤制度の全面的導入【平成18年度】
　　・全面導入に併せて、数値目標を適用
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